
 

（様式３） 

会議の開催結果について 

 
 
 
 １ 会議名 

 
令和７年度 第３回河内長野市都市計画審議会 
 

 

 ２ 開催日時 令和８年２月２日（月）午前９時30分から 

 ３ 開催場所 河内長野市役所 ８階 802会議室 

 

 

 

 

 ４ 会議の概要 

〇付議案件 

（１）南部大阪都市計画 特別用途地区の決定について 

〇報告案件 

（１）河内長野市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の 

改定について 

 ５ 公開・非公開の別 

       （理由） 

  
公開 

 ６ 傍聴人数 ３名 

 ７ 問い合わせ先 （担当課名） 

成長戦略局 成長戦略部 秘書企画課（内線304）   

 ８ その他  

 

＊同一の会議が１週間以内に複数回開催された場合は、まとめて記入できるものとする。 
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令和７年度 第３回河内長野市都市計画審議会 議事録 

 

 

日時：令和８年２月２日（月） 

午前９時 30 分～午前 10時 30 分 

  場所：河内長野市役所 ８階  802 会議室 

     

 

 

次  第 

 

１．開会 

２．成長戦略局長挨拶  

３．審議会成立の報告 

４．付議案件  

（案件１）南部大阪都市計画 特別用途地区の決定について 

５．報告案件 

（案件１）河内長野市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の改定について 

６．閉会 

 

 

出席者                                  欠席者                              

（第３条第２項第１号） 

  大原  一郎 

林   史隆 

   工藤  敬子 

宮本   哲 

三島  克則 

 

（第３条第３項） 

山本  淑子 

 

 

 

 

 

（第３条第２項第２号）  

江川  直樹 

西尾  元嗣 

奥野   豊 

嘉名  光市 

北野  廣昭 

 道端  俊彦 

垣内  俊夫 

 

 

 

 

 

 

   奥村    亮 

髙比良  昌也 

岡田  秀樹
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１．開会  

 

  

２．成長戦略局長挨拶 

成長戦略局長の挨拶は、以下の通り。 

皆さん、おはようございます。本日はご多忙の中、本審議会にご出席を賜り、誠にあ 

りがとうございます。また、委員の皆様には、平素より本市の都市計画行政に対し多大

なるご尽力を賜っておりますこと、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、本日の案件は２件でございます。本市は長らくベッドタウンとして発展してま

いりましたが、現在、大きな転換点を迎えております。こうした中、本市といたしまし

ては「産業の活性化」や「利便性の向上」、さらには「民間活力を活かしたまちの価値を

高める取り組み」を軸としたまちづくりを推進してまいりたいと考えております。 

 

本日の案件は、いずれも非常に重要な内容となっております。委員の皆様におかれま

しては、幅広い見識に基づいた活発なご審議をいただき、本市の都市計画行政にお力添

えを賜りますようお願い申し上げます。 簡単ではございますが、開会の挨拶とさせてい

ただきます。 

令和８年２月２日  河内長野市 成長戦略局長 谷ノ上 浩久 

 

  

３．審議会成立の報告 

委員 16 名の内、出席者 13 名。２分の１以上の出席により審議会は成立。 

 

 

４．付議案件    

（案件１）南部大阪都市計画特別用途地区の決定について 

・事務局から議案書に基づき説明を行った。 

・委員からの質問、意見はなかった。 

・市案に同意する旨で答申することについて、全会一致で決定した。 

 

 

５．報告案件    

（案件１）河内長野市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の改定について 

・事務局から報告案件資料に基づき説明を行った。 

・委員からの質問、それに対する応答は以下の通りである。 
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＜道端委員＞ 

 ・都市計画マスタープランの総括について、未着手の 25％の施策について、次期計画

に向けてどのように整理していくのか。 

・公共交通の衰退と居住誘導区域の矛盾ついて、バス路線の減便の影響は分析できて

いるのか。また、居住誘導区域を市街化区域全体に拡大する予定とのことだが、バス

路線との整合性は図れているのか。 

＜事務局＞ 

 ・未着手施策については、地区ごとの重複を整理することで実数は絞り込まれる見通

し。 最大の課題は歩行者系ネットワークの整備だが、用地買収という物理的なハード

ルがあり停滞している。今回の改定では、単に引き継ぐのではなく、現在の方針との

整合性や、財源面での現実的な実現可能性を厳しく吟味した上で、内容をブラッシュ

アップしていきたいと考えている。 

・影響については現在担当課で分析を進めており、結果が出次第、順次共有する。移

動手段については、バスのみに捉われず多角的な検討を行い、交通の利便性を確保し

た上で、新たな居住誘導区域となる各団地へ人口を誘導する考えである。 これは、我々

が目指す『ネットワーク型コンパクトシティ』に合致した取り組みであると考えてい

る。 

 

＜宮本委員＞ 

・11ページについて、案３に近い区域を検討するとのことだが、案３と案２の中間な 

どは検討しないのか。 

・バスだけに頼らない移動手段を検討するとのことだが、現実的に考えて、地域内で 

はなく地域間を結ぶ異動手段は、バス以外に考えられないのではないか。 

＜事務局＞ 

  ・現在、案３に準じた区域を検討対象としているが、その決定にあたっては災害ハザ 

ードマップ等に基づく安全性の確認を前提とする。今後、関係行政機関（国・大阪府） 

との適切な協議を重ねた上で、最終的な区域を確定させる方針である。 

 ・大型バスの運行に限定せず、ハイエース等の車両活用を含めた多角的な検討が必要 

な時期に差し掛かっている。そのため、既存のバス事業に依存しない、地域の実情に 

応じた移動手段の確保を模索している。 

 

＜大原委員＞ 

  ・隣接する他市との広域的な連携のあり方についても、記載内容に含めることはでき 

るのか。 

＜事務局＞ 

  ・公共交通ネットワークや堺アクセス道路等、広域連携が不可欠な事業については、 

近隣他市の動向や進捗状況を反映させつつ記載していく方針である。 
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 ＜嘉名副会長＞ 

  ・現行施策の評価にあたっては、より詳細な分析が必要である。一例として、誘導区 

域外に新設された誘導施設の具体例を抽出・検証するなど、実態に即した分析を深め 

るべき。 

・居住誘導区域の拡大に関しては、策定当初からの国の指針変更や、市が掲げる「開 

発団地における空家の流通促進」といった独自の方針に照らしても、十分な妥当性が 

ある。 

・河内長野市のまちづくりにおいて、全国的に見ても特徴的な要素は「拠点づくり」 

である。こうした市の強みや特色についても、計画の中に明記すべき。 

・２月１日の「まちづくり EXPO」では、駅前活性化や空家活用、居場所づくりなど、 

多岐にわたる意欲的な意見が交わされた。市民の熱意を改めて実感したため、今後も 

こうした対話の機会を継続的に創出してほしい。 

 

 

６．閉会 



 

 

令和７年度 第３回 

 

河 内 長 野 市 都 市 計 画 審 議 会 
 

 

 

議 案 書 

 

 

 

    議案１ 南部大阪都市計画特別用途地区の決定について 

   

 

 

 

 

 

 

 

日 時 ：令和８年２月２日（月）午前９時 30 分から  

場 所 ：河内長野市役所 ８階 802 会議室 

 



 

南部大阪都市計画特別用途地区の決定(河内長野市決定) 

 

都市計画特別用途地区を次のように決定する。 

 

種 類 面積 備考 

居住環境保全地区 約 1,316ha 

河内長野市特別用途地区内における建

築制限に関する条例 

（規制内容） 

建築制限 

合計 約 1,316ha  

 

「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」 
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特別用途地区指定箇所 

 

地区の種類 居住環境保全地区 

用途地域 

（容積率／建ぺい率） 

第一種低層住居専用地域（80/40） 

第一種低層住居専用地域（100/50） 

第一種低層住居専用地域（150/60） 

第一種中高層住居専用地域（200/60） 

第二種中高層住居専用地域（200/60） 

第一種住居地域（200/60） 

工業地域（200/60）   

制限する用途 住宅宿泊事業法（平成 29年法律第 65 号）第２条第５項の届出住宅 
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理   由 

 

住宅宿泊事業法（平成 29年法律第 65 号）第２条第５項に規定する「届出住

宅」は、実質的にホテルや旅館と同様の宿泊機能を有するものである。 

本市においては、郊外部の丘陵地に整備された開発団地において、良好な住

環境が形成されている区域が多数存在しており、当該地域における住環境の保

全が求められている。 

また、工業地域においては、ホテル又は旅館の立地が制限されているが、「届

出住宅」については現行の用途規制の対象外であるため、これが立地すること

で、工場等の操業に適した機能的な土地利用環境が損なわれるおそれがある。 

このような観点から、住環境および工業環境の保全と調和のとれた土地利用

を推進するため、本案の通り特別用途地区を決定する。 
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令和７年度 第３回 

 

河 内 長 野 市 都 市 計 画 審 議 会 
 

 

 

報告案件資料 

 

 

  

 案件１ 河内長野市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画 

の改定について 

 

  

   

 

 

 

 

 

日 時 ：令和８年２月２日（月）午前９時 30 分から 

場 所 ：河内長野市役所 ８階 802 会議室 
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１ 現行計画の総括                        
（１）施策等の進捗状況【都市計画マスタープラン】 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■都市計画マスタープラン（進捗状況） 

・都市計画マスタープランの進捗状況として、地域別構想の重点的な取り組みについて、関係各課への進捗状況の把握を行いました。 

・地域別構想の全体では、約 66％の施策が「概ね達成及び順調に進んでいる」結果となりました。未着手は約 24％でした。 

・地域別では、特に「河内長野駅西地域圏」での進捗率が約 80％と高い結果となっています。 

地域別構想（重点的な取り組み） 
■千代田駅地域圏 
①傾斜地緑地（グリーンベルト）や寺ケ池公園の保
全、活用 

②千代田駅と生活圏をつなぐ交通手段の確保 
③地域拠点として千代田駅周辺の機能強化 
④千代田駅周辺の歩いて暮らせるゾーンの形成 

■河内長野駅西地域圏 
①都市拠点と行政拠点をつなぐ河内長野駅前線の
整備 

②石川水辺空間を活かす交流資源の開拓 
③上原・高向の広域幹線軸沿いの計画的なまちづく
りの推進 

④都市拠点として河内長野駅周辺の機能強化 
⑤市内外をつなぐ広域幹線軸となるアクセス道路
の整備、新たな産業地の形成 

■河内長野駅東地域圏 
①河内長野駅周辺の水・緑・歴史の回廊形成 
②観心寺、河合寺などの歴史文化遺産を活かした地
域の活性化 

③コミュニティ醸成の場となる小さな拠点の形成 
④河内長野駅周辺の定住促進、歩いて暮らせるゾー
ンの整備 

■三日市町駅地域圏 
①史跡烏帽子形城跡、三日市宿場町などの歴史を活
かした地域づくり 

②開発団地の生活サービスを担う丘の生活拠点の
形成 

③ニュータウン再生のモデルづくり 
④地域拠点として三日市町駅周辺の機能強化 
⑤三日市町駅周辺の歩いて暮らせるゾーンの形成 

都市計画マスタープラン 

（地域の設定） 

◆都市計画マスタープラン　達成度評価（全体）

【第４章 地域別構想】

地域圏 評価 施策数 割合

Ａ：概ね達成　 0 0.0%

Ｂ：順調に進んでいる　 3 42.9%

Ｃ：全体として遅れ気味　 1 14.3%

Ｄ：未着手 3 42.9%

合計 7 100.0%

Ａ：概ね達成　 2 13.3%

Ｂ：順調に進んでいる　 10 66.7%

Ｃ：全体として遅れ気味　 1 6.7%

Ｄ：未着手 2 13.3%

合計 15 100.0%

Ａ：概ね達成　 1 12.5%

Ｂ：順調に進んでいる　 4 50.0%

Ｃ：全体として遅れ気味　 1 12.5%

Ｄ：未着手 2 25.0%

合計 8 100.0%

Ａ：概ね達成　 2 18.2%

Ｂ：順調に進んでいる　 5 45.5%

Ｃ：全体として遅れ気味　 1 9.1%

Ｄ：未着手 3 27.3%

合計 11 100.0%

Ａ：概ね達成　 5 12.2%

Ｂ：順調に進んでいる　 22 53.7%

Ｃ：全体として遅れ気味　 4 9.8%

Ｄ：未着手 10 24.4%

合計 41 100.0%

三日市町駅地域圏

全体

千代田駅地域圏

河内長野駅西地域圏

河内長野駅東地域圏

◆都市計画マスタープラン　達成度評価（全体）

【第４章 地域別構想】

地域圏 評価 施策数 割合

Ａ：概ね達成　 0 0.0%

Ｂ：順調に進んでいる　 3 42.9%

Ｃ：全体として遅れ気味　 1 14.3%

Ｄ：未着手 3 42.9%

合計 7 100.0%

Ａ：概ね達成　 2 13.3%

Ｂ：順調に進んでいる　 10 66.7%

Ｃ：全体として遅れ気味　 1 6.7%

Ｄ：未着手 2 13.3%

合計 15 100.0%

Ａ：概ね達成　 1 12.5%

Ｂ：順調に進んでいる　 4 50.0%

Ｃ：全体として遅れ気味　 1 12.5%

Ｄ：未着手 2 25.0%

合計 8 100.0%

Ａ：概ね達成　 2 18.2%

Ｂ：順調に進んでいる　 5 45.5%

Ｃ：全体として遅れ気味　 1 9.1%

Ｄ：未着手 3 27.3%

合計 11 100.0%

Ａ：概ね達成　 5 12.2%

Ｂ：順調に進んでいる　 22 53.7%

Ｃ：全体として遅れ気味　 4 9.8%

Ｄ：未着手 10 24.4%

合計 41 100.0%

三日市町駅地域圏

全体

千代田駅地域圏

河内長野駅西地域圏

河内長野駅東地域圏
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（１）施策等の進捗状況【立地適正化計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■立地適正化計画（進捗状況） 

・立地適正化計画の進捗状況としては、各区域別の誘導施策の取り組みについて、関係各課への進捗状況の把握を行いました。 

・誘導施策の全体では、約 82％の施策が「概ね達成及び順調に進んでいる」結果となりました。未着手は約 17％でした。 

・区域別の誘導施策では、都市機能・居住誘導、各住宅区域とも高い進捗結果となっています。 

立地適正化計画 

（現計画の区域設定のイメージ） 

 ①まちなか居住集積区域（居住誘導区域） 
人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保さ

れるよう、居住を誘導すべき区域 
②ゆとり住環境保全区域 
本市の特性である開発団地を「ゆとり住環境保全区域」に設定し、今後もゆとりある良好な

住環境を維持保全する区域 

③既成住宅地区域 
古くから谷筋等に形成されてきた市街地で、商工業や農業等と共生する区域 

④里山集落区域 
市街化調整区域に点在する集落地で、今後も地域コミュニティの持続を図る区域 

地域圏 評価 施策数 割合

Ａ：概ね達成　 2 12.5%

Ｂ：順調に進んでいる　 8 50.0%

Ｃ：全体として遅れ気味　 1 6.3%

Ｄ：未着手 5 31.3%

合計 16 100.0%

Ａ：概ね達成　 3 17.6%

Ｂ：順調に進んでいる　 10 58.8%

Ｃ：全体として遅れ気味　 0 0.0%

Ｄ：未着手 4 23.5%

合計 17 100.0%

Ａ：概ね達成　 3 20.0%

Ｂ：順調に進んでいる　 11 73.3%

Ｃ：全体として遅れ気味　 0 0.0%

Ｄ：未着手 1 6.7%

合計 15 100.0%

Ａ：概ね達成　 4 44.4%

Ｂ：順調に進んでいる　 3 33.3%

Ｃ：全体として遅れ気味　 0 0.0%

Ｄ：未着手 2 22.2%

合計 9 100.0%

Ａ：概ね達成　 6 42.9%

Ｂ：順調に進んでいる　 8 57.1%

Ｃ：全体として遅れ気味　 0 0.0%

Ｄ：未着手 0 0.0%

合計 14 100.0%

既成住宅地区域に関する
施策

里山集落区域に関する施
策

都市機能の誘導に関する
施策

居住の誘導に関する施策

ゆとり住環境保全区域に
関する施策

Ａ：概ね達成　 18 25.4%

Ｂ：順調に進んでいる　 40 56.3%

Ｃ：全体として遅れ気味　 1 1.4%

Ｄ：未着手 12 16.9%

合計 71 100.0%

全体
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（２）立地適正化計画における目標値の進捗状況（中間総括） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■居住に関する目標値 

・誘導施策の実施効果を定量的に把握するための評価指標として、まちなか居住集積区域内（居住誘導区域）の人口密度を設定してい

ます。 

・まちなか居住集積区域（居住誘導区域）の人口密度は、令和 18 年次には 48 人/ha（前回 51/ha）となることが推計されます。 

・都市機能を効率的に提供するために必要な人口密度 40 人/ha を上回るものの、誘導施策の実施等により人口減少を抑制し、人口密

度の維持を図ることから、将来目標値として、まちなか居住集積区域（居住誘導区域）の見直しを踏まえ、新たに人口密度を設定し

ます。 

評価指標：まちなか居住集積区域における人口密度 

まちなか居住集積

区域 

（居住誘導区域） 

現状 

（平成 27 年） 

推計値 

（令和 17 年） 

将来目標値 

（令和 17 年） 

人口 30,471 人 23,570 人 25,000 人 

人口密度 
66 人/ha※ 

（73 人/ ha） 

51 人/ha※ 

（57 人/ha） 

54 人/ha※ 

（60 人/ha） 

 

 

評価指標：まちなか居住集積区域における人口密度 

まちなか居住

集積区域 

（居住誘導区

域） 

現状 

（令和２年） 

 

推計値 

（令和17年） 

推計値 

（令和 18 年） 

将来目標値 

（令和 18 年） 

人口 27,456 人 22461 人 22,080 人 検討中 

人口密度 60 人/ha 49 人/ha 48 人/ha 検討中 

 

 

現 在 前回（現行計画） 

※前回（現計画）策定後に「まちなか居住集積区域」が417ha→461haに訂正があった

ため、人口密度について訂正している。（ ）内は訂正前の現計画に掲載している数値。 

※人口は、国勢調査の数値 
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■都市機能に関する目標値 

・都市機能誘導区域は、誘導施設として定める施設の維持および新規の立地を目標とし、現状値以上の立地割合（誘導施設指定数に占める立地数の割合）

を将来目標値としています。 

・千代田駅周辺では、誘導施設の立地数が前回 6施設から 10 施設に増加（病院等の新規立地）しており、誘導施設の集積による利便性が高まっています。 

評価指標：誘導施設の立地割合 【前回（現行計画）】 

 

河内長野駅

及び行政拠

点周辺 

千代田駅 

周辺 

三日市町駅 

周辺 

丘の生活 

拠点周辺 

誘導施設 
指定数 15 10 ５ 5※ 

現状立地数 11 6※ ３※ ２   

立地割合 

現状 73% 60％※ 60％※ 40％※ 

将来目標値 

（令和 17 年） 
現状値以上 

 ※前回（現計画）の策定後に、施設数・立地割合を訂正している。 

 

評価指標：誘導施設の立地割合 【現在】 

 

河内長野駅

及び行政拠

点周辺 

千代田駅 

周辺 

三日市町駅 

周辺 

丘の生活 

拠点周辺 

誘導施設 
指定数 15 10 ４ 5 

現状立地数 11 10 ２ ３ 

立地割合 

現状 73% 100％ 50% 60%  

将来目標値 

（令和 17 年） 
現状値以上 

 

新規立地 
※「健康増進施設」は、市が運営する「健康増進支援センター」が民間施設と

なったため、今回の見直しでは、誘導施設から除外する予定。 
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■交通に関する目標値 

・将来にわたって拠点周辺の都市機能を利用できるよう、拠点を中心とした公共交通ネットワークを確保することとしています。 

・バス路線においては、将来にわたって利便性の維持を図り、平日昼間の平均バス待ち時間 10 分以内（基幹公共交通軸）を確保する

ことを将来目標値としていましたが、人口減少や深刻な運転手不足の中でもバス路線網の維持するため、2025 年 10 月に南海バスと

のバス路線の再編を実施し、全体的にバスの本数が減少したことにより、平均待ち時間が増加しています。 

 

評価指標：基幹公共交通軸の平均バス待ち時間(平日昼間 10 時～16 時) 

【前回（現計画）】 

基幹公共交通軸 

バス路線 

現状 
将来目標値 

（令和 17 年） 

平均バス待ち時間 
平均バス 

待ち時間 

河内長野駅前～三日市町駅前 約 7 分 

10 分以内  千代田駅前～赤峰 約 7 分 

三日市町駅前～南花台三丁目北 約 10 分 

※平日の 10 時～16 時のバスの平均待ち時間 

 
【現在】 

基幹公共交通軸 

バス路線 

現状 
将来目標値 

（令和 17 年） 

平均バス待ち時間 
平均バス 

待ち時間 

河内長野駅前～三日市町駅前 約 45 分（上下 8 本） 

10 分以内  
千代田駅前～赤峰 約 10 分（上下 35 本） 

三日市町駅前～南花台三丁目北 約 10 分（上下 38 本） 

※2025 年 10 月に南海バスの路線を大幅に減便・再編により、全体的に本数が減少。 

 

 

 

平均バス待ち時間 7→10分 

平均バス待ち時間 7→10分 

平均バス待ち時間 7→45分 

（千代田駅前～赤峰） 

（河内長野駅前～三日市駅前） 

（三日市町駅前～南花台三丁目北） 
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【参考】■公共交通人口カバー率 

①公共交通人口カバー率 

•公共交通圏域を鉄道駅から 800ｍ、バス停から 300ｍ以内と設定した場

合の人口カバー率は、約 89％（前回約 86％）となっており、高いカ

バー率となっていますが、2025 年 10 月のバス路線再編により、全体

的に本数が減少しています。 

公共交通カバー圏域（鉄道駅800m、バス停300ｍ） 

前回（現行計画） 

【参考】■公共交通の利便性（アクセシビリティ）の分析 

②最寄りの公共交通までのアクセシビリティ 

•最寄りの公共交通（主にバス停）までのアクセシビリティが 30 分以内の範囲に

居住する人口は市全体人口の約 79％（前回約 91%）となっています。 

③最寄りの鉄道駅までのアクセシビリティ 

•最寄りの鉄道駅までのアクセシビリティが 30 分以内の範囲に居住する人口

は市全体人口の約 64％（前回約 79%）であり、15 分以内の範囲の居住人口

は約 13％（前回約 17％）で、鉄道駅の利便性が高い地域は一部の市街地に

限られます。 

アクセシビリティの分析（最寄りの公共交通） 

市内各地点から、居住者が自宅を出発し、徒歩でバスま
たは鉄道に乗車するまでの期待時間を「最寄りの公共交
通までのアクセシビリティ」として表します。 

[最寄りの公共交通までのアクセシビリティ] 
=（バス停又は駅までの移動時間（徒歩）＋バス（電車）
待ち時間） 

市内各地点から、居住者が自宅を出発し、徒歩もしく
はバスを利用して鉄道に乗車するまでの期待時間を
「最寄りの鉄道駅までのアクセシビリティ」として表
します。 
[最寄りの鉄道駅までのアクセシビリティ] 
=（バス停又は駅までの移動時間（徒歩）＋バス待ち
時間＋バスの乗車時間＋電車待ち時間） 

最寄り公共交通までの 

アクセシビリティ 

居住 

人口 

市全体人口に占

める割合 

10 分以内 約 2,700 人 3% 

15 分以内 約 20,700 人 20% 

20 分以内 約 48,800 人 48% 

30 分以内 約 80,700 人 79% 

 

最寄り鉄道駅までの 

アクセシビリティ 

居住 

人口 

市全体人口に占

める割合 

10 分以内 約 2,700 人 3% 

15 分以内 約 13,600 人 13% 

20 分以内 約 34,900 人 34% 

30 分以内 約 65,500 人 64% 

 

アクセシビリティの分析（最寄りの鉄道駅） 

【現在】 
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２ 次期計画に向けた方向性の検討                 
（１）都市計画マスタープランにおける将来都市構造の見直し 

 

 

 

 

■将来都市構造（修正案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・第６次総合計画の策定に伴い、現計画の将来都市構造を見直し。 

〔見直しのポイント〕・「活力創造ゾーン」に「下里」を追加 

・「一体型共創ゾーン」を新たに設定し、「美加の台」を指定 
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〔参考：修正の主なポイント〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
修正内容 

①「地域圏」範囲を修正（オレンジ破線） 

※「河内長野駅地域圏」から緑ヶ丘を削除し、

「千代田駅地域圏」に緑ヶ丘を追加 

 

②「活力創造ゾーン」範囲を修正（水色実線） 

※下里を追加 

 

③「一体型共創ゾーン」を新規に指定 

（ピンク実線） 

※美加の台 

 

④「都市環状・広域農道（ふるさと農道）」の

「構想軸」部分（茶色破線）を「広域都市交

通軸」（茶色実線）に修正（事業完了） 

 

⑤「南北広域交通軸（国道 371 号）」のラインを

道路線形にあわせて修正（茶色実線） 

 

⑥「里のエリア」を新規に指定 

 

⑦「自然保全活用ゾーン」を廃止し、「森のエリ

ア」、「まちのエリア」、「里のエリア」を新た

に「自然と歴史の保全・活用ゾーン」に指定 

 

⑧凡例の修正 

・自然地、緑地⇒森のエリア    

・丘陵地の新市街地⇒丘の住宅地エリア   

・旧市街地⇒まちのエリア 

・里のエリアを新規に追加    

・活力創造ゾーン 

⇒活力創造ゾーン（住宅地を除く） 

・一体型共創ゾーンを新規に追加 

・自然保全活用ゾーンを凡例から削除 

① 

 

現行都市マスの 将来都市構造      の修正案 

① 

 

② ② 

③ 

④ ④ 

⑤ 
⑤ 

⑦ ⑦ 

 

⑧ ⑧ 

 

⑥ 
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（２）立地適正化計画における居住誘導区域（まちなか居住集積区域）の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

■本市における居住誘導区域（まちなか居住集積区域）の見直しの考え方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■地域特性等に基づく居住地特性 
①まちなか居住集積区域（居住を誘導すべき区域）▶居住誘導区域 
②ゆとり住環境保全区域（開発団地）▶居住誘導区域外（南花台除く） 
③既成住宅地区域（谷筋形成市街地）▶居住誘導区域外 
④里山集落区域（市街化調整区域）▶居住誘導区域外 
 
■居住誘導区域の設定方針 
・居住や都市機能を持続的に確保できる区域（人口・都市機能の集積） 
・拠点への容易なアクセスができる区域（公共交通の利便性） 
・土地利用の高度化が可能である区域（拠点周辺地域など） 
・災害等に対する安全が確保できる区域（災害リスクが少ない） 
【居住の誘導に適さない区域】 
▶災害レッドゾーン、工業系土地利用区域 
 
■居住誘導区域の設定（区域 参照） 
●都市機能誘導区域を設定する拠点の徒歩圏として、鉄道駅（河内長野
駅、千代田駅、三日市町駅）の周辺 800m 圏域、行政拠点、丘の生活拠
点の周辺 500m 圏域 

●基幹公共交通軸（河内長野駅～三日市町駅～南花台三丁目北、千代田
駅～赤峰）のバス停周辺 300m の区域 

 

■地域特性等に基づく居住地特性 
①まちなか居住集積区域（居住を誘導すべき区域）▶居住誘導区域 
②ゆとり住環境保全区域（開発団地）▶団地再生状況に応じ居住誘導区域へ含める 
③既成住宅地区域（谷筋形成市街地）▶居住誘導区域への対応を調整 
④里山集落区域（市街化調整区域） 

■居住誘導区域の設定方針：現行計画に準じ 防災指針 を反映 

都市再生特別措置法・都市計画運用指針・手引き 居住誘導区域の設定方針 

居住誘導区域に含まない区域 

土砂災害特別警戒区域 含まない 

急傾斜地崩壊危険区域 含まない 

災害危険区域 含まない 

保安林の区域 含まない 

地すべり防止区域 含まない 

居住を誘導することが不敵と判断される
場合は原則として居住誘導区域に含まな
い区域 

土砂災害警戒区域 含まない 

浸水想定区域（洪水・氾濫） 
防災指針による取組を行い居

住誘導区域に含める 

慎重に判断を行うことが望ましい区域 
工業専用地域 含まない 

大規模盛土造成地 居住誘導区域に含める※ 
 
■居住誘導区域の設定（区域 参照） 

●現行計画の区域に加え、②ゆとり住環境保全区域（開発団地）を居住誘導区域に含めることを

検討する。 

 

※防災指針に「大規模盛土造成地は、開発団地に多く分布し、居住誘導区域に追加して含める場

合は、防災指針に基づき、継続的な盛土地の安全性に関する調査等を実施し、災害リスクの回避

や低減を図っていくこととする。」と記載する。 

見直しの考え方 現行計画 

・本市は、全国的にも早い段階で立地適正化計画を策定しており、前回策定時は、国が居住誘導区域の範囲を絞るよう方針を示していた
ため、市街化区域のほぼ全体を居住誘導区域に設定している自治体もある中、本市は他市よりも居住誘導区域が狭い設定（市街化区域
の約 3割程度）となっています。 

・その後、国が防災について新たな考え方を示し、 大規模盛土造成地の安全確保に取り組んでいくべき との方針が出され、今回の改定
において、開発団地を居住誘導区域に入れ、安全性の確保等を進めていくかどうか検討が必要となりました。    

・第 6次総合計画など、市全体で空き家の循環に取り組んでおり、特に開発団地において増加が見込まれる空き家の循環を進めています
が、現状の区域設定ではこの方針に合致していません。 

・これら社会情勢の変化や施策との整合を図るため、現計画の居住誘導区域の見直しについて検討を進めます。 
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◆「居住誘導区域（まちなか居住集積区域）の見直し方向について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現行計画（背景：用途地域） 現行計画（背景：地形図） 

◆現行計画の区域面積と割合 
（市街化区域：1565ha） 

居住誘導区域（まちなか居住集積区域） 

・461ha(ﾊｻﾞｰﾄﾞ等の除外後) 

 （市街化区域の 29.5％） 

・524ha(ﾊｻﾞｰﾄﾞ等の除外前) 

 （市街化区域の 33.5％） 

都市機能誘導区域 

・159ha(ﾊｻﾞｰﾄﾞ等の除外後) 

 （市街化区域の 10.2％） 

・147ha(ﾊｻﾞｰﾄﾞ等の除外前) 

 （市街化区域の 9.4％） 
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案１ 美加の台の開発団地を追加 案２ 市街化区域内の開発団地を追加 案３ 市街化区域全体に広げる 
（小山田西を除く） 

◆市街化区域の面積 

・市街化区域：1565ha 

 

◆除外候補の面積（市街化区域内） 

・工業地域：34ha 

・産業集積促進地域：47.3ha 

・土砂災害警戒区域：4.7ha 

・大規模盛土造成地：277.6ha 

案１ 美加の台（緑色）：106ha 追加 
居住誘導区域：630ha（※ハザード等の除外前） 
（市街化区域の 40％） 
都市機能誘導区域：12ha 

案２ 開発団地全体（緑色)：447ha 追加 
居住誘導区域：971a（※ハザード等の除外前） 
（市街化区域の 63％） 

案３ 市街化区域全体に広げる：（小山田除く） 
居住誘導区域：1543ha（※ハザード等の除外前） 
（市街化区域の 98％） 

現
計
画 

居
住
誘
導
区
域
（
ま
ち
な
か
居
住
集
積
区
域
） 

見
直
し
イ
メ
ー
ジ 

居
住
誘
導
区
域
（
ま
ち
な
か
居
住
集
積
区
域
） 
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【参考】居住誘導区域とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・居住誘導区域は、人口が減少していく中にあっても人口密度を維持することによって生活サービスや公共交通が持続的に確保されるよう、人口の維

持・誘導を定める区域に指定するもの。 

● 居住誘導区域 の望ましい区域像 
①生活利便性が確保される区域 
・都市機能誘導区域の候補となる中心拠点や地域生活拠点に、徒歩・自転車・端末交通等により容易にアクセスすることのできる区域や、鉄道駅・バス
停の徒歩・自転車利用圏 

②都市機能の持続的確保が可能な面積範囲内の区域 
・医療・福祉・商業等の都市機能が将来にわたって持続できる人口密度が確保される面積範囲内 
・国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口等をベースに、区域外から区域内に現実的に誘導可能な人口を勘案しつつ、区域内において少なくとも
現状の人口密度を維持、あるいは低下抑制することを基本に検討 

※民間施設を含む都市機能の持続性確保に必要な人口密度としては、計画的な市街化を図るべき区域とされる市街化区域の設定水準が一つの参考となり
ますが、人口減少が進んでいる地域においては、実情に応じて実現可能な人口密度を設定する必要があります。 

③災害に対するリスクが低い、あるいは今後低減が見込まれる区域 
・土砂災害、津波災害、浸水被害等により甚大な被害を受ける危険性が少ない区域で、土地利用の実態等に照らして、工業系用途、都市農地、深刻な空
き家・空き地化が進行している郊外地域等には該当しない区域 

（資料：立地適正化計画の手引（国土交通省）） 
● 居住誘導区域 の設定 
・居住誘導区域を定めることが考えられる区域として、以下が考えられる。 

ア 都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及び生活拠点並びにその周辺の区域 
イ 都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスすることができ、都市の中心拠点及び生活拠点に立地する都市機能の利用圏

として一体的である区域 
ウ 合併前の旧町村の中心部等、都市機能や居住が一定程度集積している区域 

（資料：都市計画運用指針（国土交通省）） 
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【参考】災害ハザードの状況：土砂災害・浸水・避難所カバー圏域・大規模盛土造成地等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■土砂災害 開発団地周辺や谷筋等に特別警戒及び警戒区域が分布 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■浸水想定区域〕（最大想定規模） 
大和川水系の石川、加賀田川沿岸に浸水想定区域 
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■大規模盛土造成地 
 開発団地において大規模盛土造成地が広く分布 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■避難所カバー圏域 
市街化区域を概ねカバー（南部開発団地の一部を除く） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市街化区域人口カバー率 88.1％ 

※大規模盛土造成地は、開発団地に多く分布し、居住誘導区域に追加して含

める場合は、防災指針に基づき、継続的な盛土地の安全性に関する調査等を

実施し、災害リスクの回避や低減を図っていく必要がある。 
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